
◎ 告 示 所 管 課 名

・産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 廃棄物・リサイ
ク ル 対 策 課

・一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請 〃

・鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく公聴会の開催 自 然 保 護 課

・生活保護法に基づく医療機関の指定 社 会 福 祉 課

・生活保護法施行規則に基づく指定医療機関の廃止の届出 〃

・結核予防法に基づく指定医療機関の指定の辞退の申出 健 康 政 策 課

・結核予防法に基づく指定医療機関の指定 〃

・漁船損害等補償法に基づく付保義務発生 海 洋 漁 業 課

・急傾斜地崩壊危険区域の指定 (５件) 砂 防 課

○証紙売りさばき人の指定の一部改正 会 計 課

・有害興行の指定 生 涯 学 習 課

・有害図書類の指定 〃

◎ 公 告

・指名競争入札の参加者の資格等 雇 用 労 政 課

・漁船損害等補償法に基づく発起の届出及び指定漁船調書の縦覧 (２件) 海 洋 漁 業 課

・換地処分 農 村 計 画 課

長崎県告示第791号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和��年法律第���号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第��条第１項に基づく産業廃棄物処理施

設設置許可申請があったので､ 同条第４項の規定により次のとおり告示し､ その関係書類を公衆の縦覧に供する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

１ 申請者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては､ その代表者の氏名

株式会社 川尻組 代表取締役 川尻 孝

長崎県北松浦郡鹿町町大屋免��番地１

２ 産業廃棄物処理施設の設置場所

長崎県北松浦郡鹿町町下歌ケ浦免字桐木谷��番３号

３ 産業廃棄物処理施設の種類

法施行令第７条第８号及び��号の２に掲げる産業廃棄物の焼却施設

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

廃プラスチック類､ 紙くず､ 木くず､ 感染性産業廃棄物

５ 申請年月日

平成��年��月��日

平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―	��―

告 示

目 次

毎週 火曜・金曜日発行 ○印は長崎県例規集に登載するもの



６ 縦覧の場所､ 期間及び時間

� 縦覧の場所

長崎県県民生活環境部廃棄物・リサイクル対策課 (長崎県長崎市江戸町２番��号)

長崎県県北保健所衛生環境課 (長崎県北松浦郡田平町里免����番地１)

� 縦覧の期間及び時間

平成��年６月��日から平成��年７月��日までの午前９時から午後５時まで (県の休日を除く｡)

７ 意見書の提出

法第��条第�項の規定により当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は､ 縦覧期間満了の日の翌日から

起算して２週間を経過する日までに対象施設の種類及び設置場所､ 生活環境の保全上の見地からの意見の内容及びその理由

並びに氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を日本語で記載した意見書を､ 長崎県県民生活環境部

廃棄物・リサイクル対策課に提出することができる｡

長崎県告示第792号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和��年法律第���号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第８条に基づく一般廃棄物処理施設設置

許可申請があったので､ 同条第４項の規定により次のとおり告示し､ その関係書類を公衆の縦覧に供する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

１ 申請者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては､ その代表者の氏名

株式会社 川尻組 代表取締役 川尻 孝

長崎県北松浦郡鹿町町大屋免��番地１

２ 一般廃棄物処理施設の設置場所

長崎県北松浦郡鹿町町下歌ケ浦免字桐木谷��番３号

３ 一般廃棄物処理施設の種類

法施行令第５条第１項に揚げる一般廃棄物の焼却施設

４ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

� 塵芥 (木くず､ 紙くず､ 繊維くず､ 廃プラスチック類､ ゴムくず､ 厨芥 (生ごみ) 等を含む混合廃棄物) ｢粗大ゴミ｣

｢燃えがら｣ ｢し尿及び浄化槽に係る汚泥｣ ｢動物のふん尿｣ ｢動物の死体｣ は､ 除く

� 感染性一般廃棄物 (感染性医療系使用済み紙おむつ)

� 医療系一般廃棄物 (医療系使用済み紙おむつ)

５ 申請年月日

平成��年��月��日

６ 縦覧の場所､ 期間及び時間

� 縦覧の場所

長崎県県民生活環境部廃棄物・リサイクル対策課 (長崎県長崎市江戸町２番��号)

長崎県県北保健所衛生環境課 (長崎県北松浦郡田平町里免����番１号)

� 縦覧の期間及び時間

平成��年６月��日から平成��年７月��日までの午前９時から午後５時まで (県の休日を除く｡)

７ 意見書の提出

当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は､ 法第	条の規定により縦覧期間満了の日の翌日から起算し

て２週間を経過する日までに対象施設の種類及び設置場所､ 生活環境の保全上の見地からの意見の内容及びその理由並びに

氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を日本語で記載した意見書を､ 長崎県県民生活環境部廃棄物・

リサイクル対策課に提出することができる｡

長崎県告示第793号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 (大正７年法律第��号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第１条ノ５第６項の規定により公聴会を開催す

るので､ 長崎県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく公聴会に関する規則 (平成��年長崎県規則第��号) 第２条の規定により､

次のとおり公示する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―
�	―



長崎県告示第794号

生活保護法 (昭和��年法律第���号) 第��条の規定により､ 医療機関として次のとおり指定した｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

長崎県告示第795号

生活保護法施行規則 (昭和��年厚生省令第��号) 第��条第１項の規定により､ 次のとおり指定医療機関から廃止の届け出が

あった｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―

開 催 日 時 開催場所 案 件

平成��年７月��日 (月)
午後３時��分から

対馬支庁会議室
下県郡厳原町

棹崎鳥獣保護区の新規設定について
舟志ノ内鳥獣保護区の新規設定について

平成��年７月��日 (金)
午後１時��分から

壱岐支庁会議室
壱岐郡郷ノ浦町

壱岐郡コウライキジ捕獲禁止区域の再設定について

平成��年７月��日 (水)
午後２時��分から

大島村役場会議室
北松浦郡大島村

大島村メスコウライキジ捕獲禁止区域の再設定について

平成��年８月２日 (金)
午後１時��分から

島原振興局会議室
島原市

雲仙鳥獣保護区特別保護地区の再指定について
眉山鳥獣保護区特別保護地区の再指定について

(指 定)

医 療 機 関 名 開 設 者 所 在 地 指定年月日

国民健康保険野母崎町立病院 野母崎町長 西彼杵郡野母崎町野母��	�－７ ��. ４. ��

横尾クリニック
医療法人 横尾病院
理事長 横尾 秀康

諫早市永昌東町１－�� 中村ビル４階���号 ��. ６. １

篠原皮ふ科クリニック 篠原 三秀 大村市上諏訪町	�
－１ ��. ６. １

まつなが皮ふ科 松永 義孝 西彼杵郡長与町斉藤郷��－４ ��. ６. １

江頭歯科 江頭 毅
佐世保市木場田町８－��
リバーコート��
�����２Ｆ

��. ５. １

野島デンタルクリニック 野島 真理子 島原市前浜町甲
�－１ ��. ６. １

指方歯科医院 指方 保彦 北松浦郡小佐々町黒石免嶽の下���－１ ��. ６. １

さくら薬局
有限会社 アライズ
代表取締役 林田 昇二

佐世保市田原町���－�� ��. ６. １

諏訪薬局 峯の平店
有限会社 諏訪薬局
代表取締役 諏訪 敏幸

大村市上諏訪町	��－２ ��. ６. １

有限会社 あい調剤薬局
有限会社 あい調剤薬局
代表取締役 田中 源二

南松浦郡富江町狩立郷��� ��. ６. １

(廃 止)

医 療 機 関 名 開 設 者 所 在 地 廃止年月日

国民健康保険 野母崎町立病院 野母崎町長 西彼杵郡野母崎町野母�
�� ��. ４. ��

江頭歯科 江頭 毅 佐世保市天満町１－�� エムケイビル２Ｆ ��. ４. ��

有限会社 松永調剤薬局
さくら薬局

有限会社 松永調剤薬局
松永 昭男

佐世保市田原町���－�� ��. ５. ��

武富至誠堂薬局 黒髪店 武富 憲司 佐世保市黒髪町��－�	 ��. ５. ��



長崎県告示第796号

結核予防法 (昭和��年法律第��号) 第��条第�項の規定により､ 次のとおり指定辞退の申し出があったので受理した｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

長崎県告示第797号

結核予防法 (昭和��年法律第��号) 第��条第１項の規定により､ 指定医療機関として､ 次のとおり指定した｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

長崎県告示第798号

漁船損害等補償法 (昭和��年法律第��号) 第���条の２第２項の規定による届出を審査した結果､ 次の加入区について同法

第���条第１項の規定による同意があったものと認めた｡

平成１４年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

加入区 小佐々町加入区

長崎県告示第799号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和��年法律第	�号) 第３条第１項の規定により､ 次の区域を急傾斜地崩

壊危険区域として指定する｡

なお､ その関係図書は､ 長崎県土木部砂防課において縦覧に供する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

長崎県告示第800号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和��年法律第	�号) 第３条第１項の規定により､ 次の区域を平成９年４

月��日長崎県告示第��
号による平田地区急傾斜地崩壊危険区域に追加指定する｡

なお､ その関係図書は､ 長崎県土木部砂防課において縦覧に供する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―��
―

名 称 所 在 地 指定辞退年月日

たなかこどもクリニック 佐世保市光月町１－�� 平成��年３月��日

アライズ調剤薬局 佐世保市瀬戸越２丁目��－４ 平成��年４月１日

あおば薬局 佐世保市常盤町６－４ 平成��年４月１日

井手孝薬局 佐世保市祇園町２－�
 平成��年４月�
日

名 称 所 在 地 指 定 年 月 日

医療法人博信会たなかこどもクリニック 佐世保市光月町１－�� 平成��年４月１日

篠原皮ふ科クリニック 大村市上諏訪町���－１ 平成��年５月�	日

有限会社あい調剤薬局 南松浦郡富江町狩立郷	�� 平成��年６月１日

指定区域の名称 八幡 (３)

所
在
地

都 市 名 町 名 地 番

佐 世 保 市 八 幡 町 ��－１の一部､ �	－２の一部､ �	－８の一部､ �	－��の一部



長崎県告示第801号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和��年法律第��号) 第３条第１項の規定により､ 次の区域を急傾斜地崩

壊危険区域として指定する｡

なお､ その関係図書は､ 長崎県土木部砂防課において縦覧に供する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

長崎県告示第802号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和��年法律第��号) 第３条第１項の規定により､ 次の区域を平成元年８

月��日長崎県告示第���号による鳶ノ巣地区急傾斜地崩壊危険区域に追加指定する｡

なお､ その関係図書は､ 長崎県土木部砂防課において縦覧に供する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

長崎県告示第803号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和��年法律第��号) 第３条第１項の規定により､ 次の区域を急傾斜地崩

壊危険区域として指定する｡

なお､ その関係図書は､ 長崎県土木部砂防課において縦覧に供する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―

指定区域の名称 平田

所
在
地

市町村名 大 字 字 地 番

郷 ノ 浦 町 本 村 触 江 上 ���－２の一部､ ���－３の一部､ ���－１の一部､ ���－３の一部､ ���－４の一部､ ���－

５の一部､ ���－６の一部､ ���－７の一部､ ���－８､ ���－１の一部､ ���－２の一部､

���－３

指定区域の名称 鋤崎

所

在

地

市町村名 大 字 字 地 番

森 山 町 田 尻 名 鋤 崎 ����番の一部､ ����番の一部､ ���	番１の一部､ ���	番２の一部､ ���	番３の一部､

���	番４の一部､ ���	番５の一部､ ����番の一部､ ���
番､ ����番の一部､ ����番１の

一部､ ����番１の一部､ ����番３､ ����番１の一部､ ����番２の一部､ ��
�番の一部､

����番２の一部､ ����番の一部､ ���	番２の一部､ ����番の一部､ ����番１の一部､

����番１の一部､

杉 谷 名 備 後 元 ���番の一部､ ���番の一部､ ���番１の一部

指定区域の名称 鳶ノ巣

所
在
地

市町村名 大 字 字 地 番

香 焼 町 鳶 ノ 巣 ���－１の一部､ ��
－６の一部､

長 濱 �
�－１の一部､ �
�－１の一部､ �
�－２､ �
�－３､ �
�－４の一部､ �
�－３の一部､

���－８の一部

指定区域の名称 潮入崎

所
在
地

市町村名 大 字 字 地 番

布 津 町 丙 潮 入 崎 ��
�－２の一部､ ��
�－３の一部､ ����－２の一部､ ����－３､ ���
－１の一部､ ����､

����－１の一部､ ����－２の一部､ ����－２の一部､ ����の一部､ ����－１の一部､

���
の一部､ ����－１の一部､ ���	－２の一部



長崎県告示第804号

証紙売りさばき人の指定 (昭和��年長崎県告示第���号) の一部を次のように改正する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

表中 ｢郷ノ浦町漁業協同組合 組合長理事 島永祐術｣ を ｢郷ノ浦町漁業協同組合 代表理事組合長 竹口梅継｣ に改める｡

長崎県告示第805号

長崎県少年保護育成条例 (昭和��年長崎県条例第��号) 第３条第１項の規定により､ 有害興行として､ 次のように指定する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

長崎県告示第806号

長崎県少年保護育成条例 (昭和��年長崎県条例第��号) 第４条第１項の規定により､ 有害図書類として､ 次のように指定す

る｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―

種別 題 名 制作 (配給) 会社名等 指 定 理 由

映

画

美人家庭教師 ふくよかな谷間 オ ー ピ ー 映 画 著しく少年の性的感情を
刺激し､ 又は粗暴性若し
くは残虐性を助長し､ そ
の健全な育成を阻害する
と認められるため｡

わいせつ女獣 オ ー ピ ー 映 画

天使が僕に恋をした オ ー ピ ー 映 画

小川みゆき おしゃぶり上手 オ ー ピ ー 映 画

続・愛染恭子 �の快感 ―究極編― 新 日 本 映 像

プレイガール７ 最も淫らな遊戯 新 東 宝 映 画

美人家庭教師 欲しがる下半身 新 日 本 映 像

人妻ブティック 不倫生下着 新 東 宝 映 画

白衣の痴態 ―淫乱・巨乳・薄毛― 新 日 本 映 像

私は好奇心の強い女 ブルー版 日 活

種 類 書 名 発 行 所 名 等 指 定 理 由

７月号 少女革命 ㈱ 一 水 社 著しく少年の性的感情を刺
激し､ 又は粗暴性若しくは
残虐性を助長し､ その健全
な育成を阻害すると認めら
れるため｡

	
��２ 恋愛カフェ 雄 出 版 ㈱

７月号 恋愛白書 パステル 宙 出 版

７月号 恋愛白書 ビューティ恋愛 宙 出 版

７月号 お宝ワイドショー ㈱コアマガジン

	
���� �

別冊 ミ リ オ ン 出 版

７月号 パステルティーン ㈱ 朝 倉 出 版 社

あぶないケータイ裏サイト７ リ イ ド 社

７月号 裏モノ����
 鉄 人 社

今日からできるケータイ秘裏サイト 笠 倉 出 版 社

�モード激裏サイトパラダイス ㈱ダイアプレス

禁断の�モード裏メニュー本 ㈱ 二 見 書 房

※上記の外､ 長崎県少年保護育成条例第４条第３項第１号に規定する ｢書籍又は雑誌で､ 全裸､ 半裸
若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為 (以下 ｢卑わい
な姿態等｣ という｡) を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定める内容を有するものを掲載
する紙面 (表紙を含む｡) のページ数が､ 当該書籍又は雑誌の総ページ数の３分の１以上を占める
もの｣ に該当するものは､ 有害図書類である｡



指名競争入札の参加者の資格等 (公告)

平成��年度において､ コールセンター人材啓発事業に関する委託契約の締結が見込まれるので､ 指名競争入札の参加資格を

得ようとする者のための申請方法等について､ 次のとおり公告する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

１ 委託を行う業務の種類

コールセンター人材啓発事業業務委託

２ 指名競争入札に参加できない者

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第��号) 第���条の４第１項の規定に該当する者｡ なお､ 被補助人､ 被保佐人又は未

成年者であって､ 契約締結のために必要な同意を得ている者は､ 同項の規定に該当しないものである｡

� 次のアからカまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過していない者又はその者を代理人､ 支配人その他の

使用人若しくは入札代理人として使用する者

ア 契約の履行に当たり､ 故意に不正の行為をした者

イ 競争入札又はせり売りにおいて､ その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し､ 若しくは不正の利益を得

るために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ 地方自治法 (昭和��年法律第��号) 第���条の２第１項の規定による監督又は 検査の実施に当たり職員の職務の執行

を妨げた者

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過していない者を契約の履行に当たり代理人､ 支配人そ

の他の使用人として使用した者

� 資格審査申請書及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

� 営業に関し許可､ 認可等を必要とする場合において､ これを得ていない者

３ 指名競争入札参加者の資格及び審査

� 指名競争入札参加者の資格は､ 地方自治法施行令第���条の５第１項に定める要件 に基づき､ �に掲げる事項について

審査し､ 決定する｡

� 審査事項

ア 年間売上高

イ 営業年数

ウ 従業員数

エ 財務比率 (純利益率､ 固定長期適合率､ 流動比率)

オ コールセンターに関する研修業務委託の受託実績

４ 入札を希望する者の資格審査申請の方法等

� 申請の時期

この公告の日から平成��年７月��日までとする｡

� 申請書の入手方法

競争入札参加資格審査申請書 (様式第１号｡ 以下 ｢申請書｣ という｡) を､ この公告の日から�に掲げる場所において､

競争入札参加資格を得ようとする者に交付する｡

� 申請書の提出方法

申請書は､ 申請書に次の書類を添え､ �に掲げる場所に提出すること｡

ア 法人にあっては登記簿謄本

イ 個人にあっては本籍地の市町村長の発行する身元 (分) 証明書及び未成年後見制度における登記事項証明書又は登記

されていないことの証明書

ウ 県税に関し未納がないことを証する証明書

エ 消費税及び地方消費税課税業者にあっては､ 消費税及び地方消費税の未納がないことを証する証明書

オ 印鑑届 (様式第２号)

平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―

公 告



カ 口座振替申込書 (様式第３号)

キ コールセンターに関する研修業務委託の受託実績調査票 (様式第４号)

� 申請書の入手先､ 提出場所及び申請に関する問い合わせ先

(住所) 〒�������� 長崎市江戸町２－��

(名称) 長崎県商工労働部雇用労政課

(電話) ���－�	
－���� 内線	���

５ 資格審査結果の通知

資格審査結果通知書 (様式第６号) により通知 (郵送) する｡

６ 資格の有効期間

入札参加資格の有効期限は､ この公告に基づき資格を取得したときから平成��年３月��日までとする｡

７ 資格の取消し等

� 入札参加資格を有する者が､ ２の�又は�に該当するに至った場合は､ 当該資格を取り消し､ 又はその事実があった後

２年間は競争入札に参加させない｡ その者の代理人､ 支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が２の�に

該当するに至った場合も､ 同様とする｡

� 資格取消しの通知

入札参加資格を取り消したときは､ 当該資格者にその旨を通知する｡

平成�
年６月	�日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―�	
―



平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―



平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―



平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―



平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―



平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―



平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―



平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―



平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―



平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―



平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―



漁船損害等補償法に基づく発起の届出及び指定漁船調書の縦覧 (公告)

漁船損害等補償法 (昭和��年法律第��号) 第���条第１項の規定による同意を求めるため､ 漁船損害等補償法施行令 (昭和�

�年政令第��号) 第５条第１項の規定により次の１のとおり事前届出があった｡

なお､ 届出に係る指定漁船調書を次の２のとおり縦覧に供する｡

平成１４年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

１ 届出事項

� 発起人の住所及び氏名

長崎県西彼杵郡琴海町尾戸郷���番地

瀬戸脇 勇

長崎県西彼杵郡琴海町尾戸郷����番地１

相川 正司

� 加入区

琴海町長浦加入区

� 漁船損害等補償法第���条第１項の申出をする漁業協同組合の名称

大村湾南部漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

公告の日から�	日間

� 縦覧場所

長崎県西彼杵郡時津町浦郷	��番地��

大村湾南部漁業協同組合

漁船損害等補償法に基づく発起の届出及び指定漁船調書の縦覧 (公告)

漁船損害等補償法 (昭和��年法律第��号) 第���条第１項の規定による同意を求めるため､ 漁船損害等補償法施行令 (昭和�

�年政令第��号) 第５条第１項の規定により次の１のとおり事前届出があった｡

なお､ 届出に係る指定漁船調書を次の２のとおり縦覧に供する｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

１ 届出事項

� 発起人の住所及び氏名

長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷���番地

田川 満雄

長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷	��番地

富永 學

� 加入区

長与町加入区

� 漁船損害等補償法第���条第１項の申出をする漁業協同組合の名称

大村湾南部漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

公告の日から�	日間

� 縦覧場所

長崎県西彼杵郡時津町浦郷	��番地��

大村湾南部漁業協同組合

平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―��	―



換地処分 (公告)

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条の４の規定において準用する同法第��第３項の規定により北有馬町から城下地

区に係る換地計画について換地処分をした旨の届出があった｡

平成��年６月��日

長崎県知事 金子 原二郎

平成��年６月��日 金曜日 第9142号長 崎 県 公 報

―���―
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